
媒介契約の締結 媒介契約の締結

媒介申請 譲渡申込

土地売買契約の締結 土地売買契約の締結

売買代金の納付

売買物件引渡し

所有権移転登記

媒介報酬の請求

媒介報酬の支払

市
協会に属する宅地建物取引業者

（媒介業者）
購入希望者

（顧客）

※媒介契約を締結した日から３０日以内に売買契約が締結されない場合は、失効するものとしま
す。ただし、市がやむを得ない事情等があると認めたときは、延長することができます。
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